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第２３条 会議の公開 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により設置する附属機関

その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映することを目的として設置さ

れる協議会、懇談会、懇話会、研究会等は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

（１）他の法令等により公開しないこととされている場合 

（２）不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合 

（３）会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる場       

  合 


